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通所リハビリテーション「いちざきデイケアセンター」 

重 要 事 項 説 明 書 
医療法人 寺沢病院 

理 事⾧ 寺澤 健二郎 

 

 

当事業所はご契約者に対して通所リハビリテーションを提供します。 

事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいこと

を次の通り説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

 いちざきデイケアセンターでは、利用者の皆様の心身機能の維持、回復を

図り日常生活上の自立を援助することを目的とし、必要な介護サービス、理

学療法、作業療法及びその他必要なリハビリテーションを提供いたします。 

☆ 通所リハビリテーションの目的 

 

【基本理念】 

私たちは、利用者の方の立場に立ち、「やさしさ」と「信頼」を大切にした 

サービスを目指します。 

【基本方針】 

１．笑顔を忘れず、落ち着いた誠意ある対応に努めます。 

２．常に安全、人権に配慮したケアを行います。 

☆ 通所リハビリテーションの運営方針 
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Ⅰ．運営規定の概要 

１．事業者 

１）法人名         医療法人 寺沢病院 

２）法人所在地     福岡県福岡市南区市崎 1 丁目 14 番 11 号 

３）電話番号       ０９２－５２１―１３８１ 

４）代表者氏名     理事⾧ 寺澤 健二郎 

５）設立年月       平成 7 年 11 月 21 日 

２．事業所の概要 

１）事業所の種類     通所リハビリテーション 

２）事業所の利用定員  ４０名 

３）事業所の名称     いちざきデイケアセンター 

平成 12 年 3 月 6 日指定  

福岡県４０７１１００４７５号 

４）事業所の所在地   福岡県福岡市南区市崎 1 丁目 15 番 20 号 

５）電話番号        ０９２－５２１－１３８２ 

６）事業所⾧（管理者）    寺澤 正壽 

７）開設年月        平成 11 年 11 月１日 

８）事業実施地域   福岡市南区、中央区、博多区、城南区、 
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９）営業日及び営業時間      

営 業 日 月曜日 ～ 土曜日 

サービス提供時間帯   午前１０：００ ～ 午後４：３０  

休 業 日 日曜日・祭 日 

8/13～8/15・年末年始(12/30～1/3) 

 

３．サービスの内容及び利用料 

本指定通所リハビリテーションのサービス内容は、居宅の要支援・要介

護者等が事業所に通い、その施設において心身の機能の維持回復を図り、

日常生活の自立を助けるため理学療法、作業療法その他必要なリハビリテ

ーションを提供します。そのため、個別のサービス計画を基に、個別リハ

ビリプログラムにて機能訓練を実施するとともに、入浴、食事、送迎、ア

クティビティ等のサービスを提供します。 

 

１） 通所リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は厚生大臣の 

定める基準によるものとし、当該指定通所リハビリテーションが法定受領

サービスである場合、その 1 割から３割の額とします。（別紙） 

 

２） 介護保険に係る利用料のほかに、昼食及び飲み物・おやつ代(100 円)

を食費として１日当たり６００円徴収します。 
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３） 利用者等に負担させる事が適当と認められる費用の支払いを受ける

場合には、利用者等又はその家族に対して事前に当該サービスの内容

及びその費用について説明した上で、徴収させていただきます。 

 

４．サービス利用時の留意事項 

利用者等が事業所の提供するサービスを利用するに当たっての留意事項

は次のとおりとします。 

１）利用者又はその家族は,在宅中において利用者の心身の状況などに変化

が見られた場合は,速やかに事業所の従業者に連絡を行う等の必要な措置

を講じなければなりません。 

２）利用者等は職員の指導がない限り,事業所に設置されている通所リハビ 

リテーションを行うために必要な専用の機械及び器具をみだりに利用し

てはいけません。 

３）利用者等は事業所が提供するサービスを利用するにあたって、他のサー

ビス利用者の迷惑となる行動などを慎まなければなりません。 

４）サービス提供中に医療機関を受診すること、薬局で薬の処方を受けるこ

とは介護保険の制度上出来ません。但し、急変時にはこの限りではありま

せん。（６．緊急時等における対応 参照） 
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５．サービス利用の中止 

契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満

了日までです。 

但し、契約期間中に以下のような事由が発生した場合は、当事業所との

契約は終了します。 

１）契約書第４条 により、契約解除 の手続きをとった 場合 

２）契約書第５条 により、利用者か ら解約の意思表示 がなされ、 

かつ予告期間が満 了したとき。  

３）契約書第６条 により、契約解除 の手続きをとった 場合。 

４）次の事由に該 当した場合。  

・利用者が医療施 設に 3 ヶ月以上入院したとき 

・他の介護保健施 設等に入所したと き 

・利用者が要介護 認定を受けられな かったとき 

・利用者が死亡し たとき 
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６．緊急時等における対応 

サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかにデイケア 

担当医及び利用者の主治医、緊急連絡先（ご家族等）、居宅サービス計画

を作成した居宅介護支援事業者等へ連絡します。 

 

７．業務継続に向けた取り組み 

１）非常時の対応 

別途定める消防計画にのっとり対応を行います。 

２）避難訓練 

回避避難訓練を年２回行います。 

３）避難を要する場合 

公的避難場所は西高宮小学校とします。 

 

感染症や自然災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して介護

サービスを受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該

計画に沿った研修及び訓練を実施します。 
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８.虐待防止に対する対策 

  （１）虐待を防止するための従業者に対する研修の実施を行います。  

（２）利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備を行います。  

（３）その他虐待防止のために必要な措置を講じます。 

 

事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の

家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を

発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとします。 

 

９.その他、運営に関する重要事項 

１）サービス提供における事業者の義務（契約書第３条参照） 

当事業所では、利用者に対してサービスを提供するにあたって、次の

ことを守ります。 
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①  当 事業 者 は 、利 用 者 の日 常 生 活の 状 況 及び そ の 意向 を 踏 まえ て

「 個別 サ ー ビス 計 画 」を 作 成 し、 こ れ に従 っ て 計画 的 に サー ビ

スを提供します。  

②  当 事業 者 は 、利 用 者 がサ ー ビ スの 内 容 や提 供 方 法な ど の 変更 を

希 望す る 場 合で そ の 変更 が ケ アプ ラ ン の範 囲 内 で可 能 な とき は

速やかに個別サー ビス計画の変更等 の対応を行います 。 

③  当 事業 所 は 、利 用 者 がケ ア プ ラン の 変 更等 を 希 望す る 場 合は 、

速やかに担当居宅 介護支援事業者と の連絡調整を行い ます。 

④  当事業所は、「通所リハビリテーショ ン計画」の作成及び変更に

あたってはその内 容を、利用者及び家 族に説明し同意を 得ます。 

⑤  事 業者 及 び 職員 は 、 利用 者 及 びそ の 家 族等 に 関 する こ と で知 り

得た事項を正当な 理由なく第三者に 漏洩しません。（守 秘義務） 

また 、退職後においてもこれらの秘密を保持する為の措置を講じま

す。 ※別紙参照「個人情報の取り扱 いについて」  

⑥  事業者は、指定通所リハビリテーションに関する諸記録を整備し、

その完結の日から最低５年間は保存します。 

２）この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は医療法人寺沢病院

と事業所の管理者との協議に基づいて定めます。 

 

Ⅱ．従業者の勤務体制 

職員勤務時間  午前８:３０～午後５:４０ 

当事業所では、利用者に対して通所リハビリテーションを提供するため 

以下の職種の職員を配置しています。 

※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 
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事業所の職員体制等 

１．医師          

  医師は、診療又は運動機能検査、作業能力検査などを基に、利用者等の 

心身の状況,病歴及びそのおかれている環境などを踏まえ、理学療法士、

作業療法士及びその他の従業者と共同してリハビリテーションの目標 

及び当該目標を達成するための具体的なサービスの内容などを記載した

通所リハビリテーション計画を作成するとともに自立支援の援助及びリ

ハビリテーションを実施できるよう、利用者の健康状態の把握に努めます。 

 

２．理学療法士または作業療法士       

運動機能検査,作業能力検査などを基に、利用者等の心身の状況、病歴

及びそのおかれている環境などを踏まえ、医師と連携してリハビリテーシ

ョンの目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容などを 

記載した通所リハビリテーション計画を作成するとともに、理学療法、作

業療法その他必要なリハビリテーションを行います。 
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３．看護師         

医師の指示のもと、利用者等の介護及び心身の機能回復,リハビリテーシ

ョンの指導にあたります。又上述の職務内容に加え、通所リハビリテーショ

ン計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載します。 

 

４．介護福祉士およびヘルパー資格者他       

看護職員などと連携して利用者等に対して、通所リハビリテーション計画

に従ったサービスの実施に努めます。 

＊当事業所は職員の資質の向上を図るために、研修の機会を次の通り設け

ています。 

１）採用時研修 採用後 1 ヶ月以内 

２）外部研修  年 1 回 以上 

 

Ⅲ.事故発生時の対応 

 

１．  通所リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、福岡市、

ご利用者の家族、ご利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとと

もに必要な措置を講じます。 
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２．  前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録いたします。 

 

３.  損害賠償について（契約書第８条参照） 

通所リハビリテーションの提供によりにより賠償すべき事故が発生した

場合には、損害賠償を速やかに行うことといたします。 

ただし、その損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められる

場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に

限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 

（別添 賠償責任保険 ウオームハート 参照） 

 

Ⅳ．苦情処理の体制について 

１．苦情の受付 

１）当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 

 

 

 

 

○苦情受付窓口（担当者） 

［職名］  相談員  岡田 真治（オカダ シンジ） 

[電話]   ０９２－５２１－１３８２ 

[ＦＡＸ]  ０９２－５２５－８７７１ 

○受付時間   毎週月曜日～土曜日 

午前８：４５～午後６：００ 
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  ２）行政機関その他苦情受付け機関 

福岡市南区役所 

介護保険担当課 

所在地 福岡市南区塩原３－２５－１ 

電話番号 ０９２－５６１－２１３１ 

福岡市中央区役所 

介護保険担当課 

所在地 福岡市中央区大名２－５－３１ 

電話番号 ０９２－８４１－２１３１ 

福岡市博多区役所 

介護保険担当課 

所在地 福岡市博多区博多駅前２－９－３ 

電話番号 ０９２－４４１－２１３１ 

福岡市城南区役所 

介護保険担当課 

所在地 福岡市城南区鳥飼６丁目１の１ 

電話番号 ０９２－８２２－２１３１ 

国民健康保険団体 

連合会 

所在地 福岡市博多区吉塚本町１３番４７号 

電話番号 ０９２－６４２－７８１３ 

福岡県社会福祉協議

会 

所在地 春日市原町３丁目１番７号 

電話番号 ０９２－５８４－３３７７ 

 

Ⅴ．介護サービス記録の開示について 

 

 ご利用者またはご家族からご自身に関する情報の開示のご依頼があった

場合は、請求者がご本人であることを確認させていただいたうえで、特別な

理由のない限りお答えいたします。 
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附則 

この規定は、平成１６年１１月 1 日から施行する。 

この規定は、平成１８年１２月 1 日から施行する。 

この規定は、平成２０年  ２月 1５日から施行する。 

 この規定は、平成２１年  ４月  1 日から施行する。 

この規定は、平成２２年  ５月 10 日から施行する。 

この規定は、平成２３年  ４月 1 日から施行する。 

この規定は、平成２４年  ４月 1 日から施行する。 

この規定は、平成２４年  ５月 1 日から施行する。 

この規定は、平成２５年  ４月 1 日から施行する。 

この規定は、平成２６年  ４月 1 日から施行する。 

この規定は、平成２７年  ４月 1 日から施行する。 

この規定は、平成３０年  ４月 1 日から施行する。 

この規定は、平成３０年  ８月 1 日から施行する。 

この規定は、令和１年  １０月 １日から施行する。  

この規定は、令和３年  ４月 １日から施行する。 

この規定は、令和６年  ６月 １日から施行する。 
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重要事項説明同意書 

 

令和  年  月  日 

指定通所リハビリテーションの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事

項の説明を行いました。 

指定通所リハビリテーション事業所 いちざきデイケアセンター 

説明者職名 センター⾧       岡田 真治     印 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け指定

通所リハビリテーションの提供開始に同意しました。 

「利用者」 

氏    名                         印                         

 

「代理人（選任した場合）」（利用者との関係）（         ） 

住 所                            

                                    

氏    名                         印                         

電 話 番 号                         
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１． 介護保険による通所リハビリテーションの利用料は、次の通りです。 

 

要介護 1 時間以上 2 時間未満 ３時間以上４時間未満 ６時間以上７時間未満 

 基本単位 利用者負担 基本単位 利用者負担 基本単位 利用者負担 

要介護１ ３６９単位 ３８９円 ４８６単位 ５１２円 ７１５単位 ７５４円 

要介護２ ３９８単位 ４１９円 ５６５単位 ５９６円 ８５０単位 ８９６円 

要介護３ ４２９単位 ４５２円 ６４３単位 ６７８円 ９８１単位 １，０３４円 

要介護４ ４５８単位 ４８３円 ７４３単位 ７８３円 １，１３７単位 １，１９９円 

要介護５ ４９１単位 ５１８円 ８４２単位 ８８８円 １，２９０単位 １，３６０円 

 

２．いちざきデイケアセンターでは、通所リハビリテーションの基本となる利用者負担の

他に、下記サービスを提供した場合に利用者負担が加算されます。 

【要介護状態】 

加算の項目 基本単位 利用者負担 

入浴介助加算 ４０単位/日 ４３円 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算  (ﾛ)  ５９３単位/月 ６２５円 
･利用開始６ヶ月超     ２７３単位/月 ２８８円 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算  (ﾊ) ７９３単位/月 ８３６円 
･利用開始６ヶ月超 ４７３単位/月 ４９９円 

生活行為向上ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ加算(利用開始 6 ヶ月) １，２５０単位/月 １，３１８円 

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算   
･退院(所)日又は認定日から３ヶ月 １１０単位/日 １２７円 

理学療法士等体制強化加算（1～2 時間未満のみ） ３０単位/日 ３２円 

科学的介護推進体制加算 ４０単位/月 ４３円 

退院時共同指導加算（退院時） ６００単位/回 ６３３円 

重度療養管理加算（介護 3・4・5 で要件該当者） １００単位/日 １０６円 

別紙 １ 
サービス利用料について 
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ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制加算(6～７時間の場合) ２４単位/日 ２６円 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ ２２単位/日 ２３円 

介護職員等処遇改善加算Ⅳ 53/1000 単位  

送迎を行わない場合（基本料金より減算） －４７単位/片道 ４９円 

＊利用者負担額は、基本単位に地域加算(×10.55)を乗じて計算した料金の１割または

収入などに応じて 2 割・3 割 

 

３． 利用の他に、食事負担金として１日当たり６００円を別途徴収させていただきます。 

 

（令和６年６月１日 改定） 

 

 

 


